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群
馬
県
で
は
、
廃
棄
物
の
不

法
投
棄
や
不
法
焼
却
な
ど
の
不

適
正
な
処
理
を
防
止
す
る
た
め
、

６
月
を
「
廃
棄
物
適
正
処
理
推

進
強
化
月
間
」と
定
め
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
、
休
日
監
視
パ
ト
ロ

ー
ル
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る

上
空
か
ら
の
監
視
、
啓
発
活
動

な
ど
適
正
処
理
に
向
け
た
取
り

組
み
を
集
中
的
に
実
施
し
ま
す
。

　

不
法
投
棄
な
ど
の
不
適
正
処

理
は
、
未
然
防
止
と
早
期
発
見

が
と
て
も
重
要
で
す
。
地
域
の

環
境
は
地
域
で
守
る
観
点
か
ら
、

県
民
の
皆
様
に
も
不
適
正
処
理

情
報（
日
時
・
場
所
等
）の
提
供

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

例
： 

出
張
先
で
廃
棄
物
の
投
棄

と
思
わ
れ
る
場
所
を
見
つ

け
た
。

例
： 

自
宅
近
く
で
廃
棄
物
の
焼

却
と
思
わ
れ
る
行
為
を
見

か
け
た
。

● 

不
審
な
行
為
に
関
す
る
通

報
・
問
い
合
わ
せ
先

群
馬
県
産
業
廃
棄
物
１
１
０
番

（
☎
０
１
２
０
・
８
１
・
５
３
２
４
）

県
庁
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
課

（
☎
０
２
７
・
２
２
６
・
２
８
６
５
）

県
環
境
森
林
事
務
所
、
県
環
境

事
務
所

働
者
派
遣
事
業
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
の
は
平
成
30
年
９
月
29

日
ま
で
で
す
。
平
成
30
年
９
月

30
日
以
降
に
派
遣
を
受
入
れ
る

場
合
は
、
派
遣
元
事
業
主
の
許

可
取
得
・
申
請
状
況
を
必
ず
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

❸ 

労
働
契
約
申
し
込
み
み
な
し

制
度

　

派
遣
先
が
違
法
な
派
遣
労
働

者
を
受
入
れ
た
場
合
は
、
派
遣

元
の
労
働
条
件
と
同
一
の
労
働

条
件
を
内
容
と
す
る
労
働
契
約

の
申
し
込
み
を
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

❹
雇
用
安
定
措
置
へ
の
対
応

　

派
遣
元
か
ら
①
派
遣
労
働
者

の
直
接
雇
用
の
依
頼
が
あ
っ
た

場
合
は
派
遣
先
と
し
て
真
摯
な

検
討
を
行
う
な
ど
適
切
な
対
応

を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
派

遣
元
で
は
①
以
外
に
②
合
理
的

就
業
機
会
の
確
保
・
提
供
、
③

派
遣
元
で
の
無
期
雇
用
、
④
そ

の
他
安
定
し
た
雇
用
の
継
続
が

図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
措
置

を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
前
記
❶
〜
❹
に
は
例
外
あ
り
。

ま
た
、
記
載
項
目
の
ほ
か
に
も

ご
留
意
い
た
だ
く
点
が
い
く
つ

か
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

群
馬
労
働
局
需
給
調
整
事
業
室

☎
０
２
７
・
２
１
０
・
５
１
０
５

　

国
民
年
金
の
「
第
３
号
被
保
険
者
」（
厚
生
年
金
や
共
済
年
金

に
加
入
し
て
い
る
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
人
）は
、
本
人
が
就
職
し
た
と
き
だ
け
で
な
く
配
偶
者

が
転
職
・
退
職
し
た
と
き
な
ど
に
も
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
と
、
ご
本
人
で
国
民
年
金
の
保
険

料
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
必
要
な
届
け
出
を
忘
れ
て
そ

の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
未
加
入
期
間
や
未
納
期
間
と
な
り
、

将
来
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
減
額
さ
れ
た
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
配
偶
者
が
退
職
・
65
歳
到
達
・
死
亡
し
た
と
き

　

 （
３
号
か
ら
１
号
へ
‥
‥
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場
へ
届
け

出
）

■ 

本
人
の
収
入
増
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
配
偶
者
の
扶
養
で
な

く
な
っ
た
と
き

　

 （
３
号
か
ら
１
号
へ
‥
‥
本
人
が
市
役
所
・
町
村
役
場
へ
届
け

出
）

■ 

配
偶
者
が
転
職
し
た
と
き（
退
職
し
た
翌
日
に
再
就
職
し
た

と
き
）

　

 （
３
号
の
種
別
確
認
‥
‥
転
職
後
の
勤
務
先
事
業
所
か
ら
年

金
事
務
所
へ
届
け
出
）

　

く
わ
し
く
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

第
３
号
被
保
険
者
は
配
偶
者
の
転
職

や
退
職
等
に
よ
っ
て
も
届
け
出
が
必

要
で
す

国

民

年

金

information

くらしの情報

労
働
者
派
遣
先
事

業
主
の
皆
様
へ

　

労
働
者
派
遣
法
が
改
正
さ
れ

て
平
成
30
年
９
月
30
日
で
３
年

が
経
過
し
ま
す
。
以
下
の
ル
ー

ル
は
、
平
成
27
年
９
月
30
日
以

降
に
締
結
・
更
新
さ
れ
た
労
働

者
派
遣
契
約
に
適
用
さ
れ
ま

す
。

❶
受
入
期
間
制
限
ル
ー
ル

ア 　

派
遣
先
の
「
事
業
所
単
位
」

の
期
間
制
限

　

派
遣
先
は
、
同
一
の
事
業
所

で
派
遣
可
能
期
間（
３
年
）を
超

え
て
受
入
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
た
だ
し
、
３
年
経
過
の
１
か

月
前
ま
で
に
過
半
数
の
労
働
組

合
等
か
ら
意
見
聴
取
を
す
れ
ば

３
年
を
限
度
に
延
長
可
能
で

す
。

イ 　

派
遣
労
働
者
の
「
個
人
単

位
」
の
期
間
制
限

　
「
事
業
所
単
位
」
の
派
遣
可

能
期
間
を
延
長
し
た
場
合
も
、

派
遣
先
の
事
業
所
に
お
け
る
同

一
の
組
織
単
位
で
３
年
を
超
え

て
同
一
の
派
遣
労
働
者
を
受
入

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

❷ 

無
許
可
派
遣
を
行
う
事
業
主

か
ら
の
受
入
れ
禁
止

　

平
成
27
年
労
働
者
派
遣
法
の

改
正
で
、
労
働
者
派
遣
事
業
は

許
可
制
に
１
本
化
さ
れ
ま
し
た
。

派
遣
元
が
経
過
措
置
で（
旧
）労

６
月
は
廃
棄
物

適
正
処
理
推
進

強
化
月
間
で
す
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information
くらしの情報

　

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備

組
合
で
は
、
平
成
31
年
度
に
採

用
す
る
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

（
採
用
日
平
成
31
年
４
月
１
日
）

❶
採
用
予
定
職
種
・
人
員

　

消
防
職　

３
名

❷
受
験
資
格　

次
の
①
②
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
、そ
れ
ぞ
れ
③
、

④
の
条
件
を
満
た
す
者
。

① 

高
等
学
校
を
卒
業
ま
た
は
平
成

31
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
者
。

② 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
合
格
者
ま
た
は
平
成
31
年
３

月
ま
で
に
合
格
見
込
み
の
者
。

消
防
職

③ 

採
用
後
、
吾
妻
郡
内
に
居
住

で
き
る
こ
と
。

④ 

平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
13
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
者
。

❸
試
験
日
・
内
容
・
会
場

○
第
１
次
試
験

（
群
馬
県
町
村
会
が
実
施
す
る
県

内
町
村
職
員
採
用
統
一
試
験
）

●
期
日　

 

平
成
30
年
９
月
16
日

（
日
）

●
内
容　

 

教
養
試
験
及
び
適
性

検
査

●
会
場　

中
之
条
町
役
場

○
第
２
次
・
３
次
試
験

（
第
１
次
・
２
次
試
験
合
格
者
を

対
象
と
す
る
）

●
内
容　

 

作
文
・
口
述
試
験（
面

接
）、
体
力
試
験

●
期
日　

 

平
成
30
年
10
中
旬
か

ら
11
月
下
旬

●
会
場　

 

バ
イ
テ
ッ
ク
文
化
ホ

ー
ル
他

❹
受
験
申
し
込
み
期
間　

平
成

30
年
７
月
２
日
〜
７
月
31
日

※ 

受
験
申
込
書
は
、
組
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
７
月
２
日
以
降
消
防

各
署
並
び
に
吾
妻
広
域
事
務
局

に
用
意
し
ま
す
。

❺
申
し
込
み
方
法

　

簡
易
書
留
ま
た
は
特
定
記
録

郵
便（
７
月
31
日
必
着
）、
あ
る

い
は
直
接
持
参
で
吾
妻
広
域
町

村
圏
振
興
整
備
組
合
事
務
局
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

❻
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備

組
合
事
務
局　

〒
３
７
７
・
０
４

２
５　

群
馬
県
吾
妻
郡
中
之
条

町
大
字
西
中
之
条
１
３
５
番
地

（
バ
イ
テ
ッ
ク
文
化
ホ
ー
ル
２
階
）

☎
０
２
７
９
・
７
５
・
４
７
０
０

　

詳
し
く
は
吾
妻
広
域
町
村
圏
振

興
整
備
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
ま
す
。h

ttp://w
w
w
.aga-

ko
u
iki.jp

/

（
ま
た
は
、「
あ
が
つ
ま

広
域
」
で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。）

平
成
30
年
度

税
務
職
員
採
用
試
験

　

税
務
署
や
国
税
局
で
「
税
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」
と
し
て
勤

務
す
る
税
務
職
員（
国
家
公
務

員
）を
募
集
し
ま
す
。

●
受
験
資
格

① 

平
成
30
年
４
月
１
日
に
お
い

て
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育

学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過

し
て
い
な
い
者
及
び
平
成
31

年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
又

は
中
等
教
育
学
校
卒
業
見
込

み
の
者

② 

人
事
院
が
右
記
①
に
掲
げ
る

者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

●
試
験
の
程
度

　

高
等
学
校
卒
業
程
度

●
申
し
込
み
方
法
等

【
原
則
】イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み

○ 

次
の
ア
ド
レ
ス
へ
ア
ク
セ
ス

し
、
説
明
に
従
い
入
力
す
る
。

h
ttp
://w

w
w
.jin
ji-sh

iken
.

go.jp/juken.h
tm
l

○
受
付
期
間

　

平
成
30
年
６
月
18
日（
月
）

　

午
前
９
時
〜
６
月
27
日（
水
）

　

﹇
受
信
有
効
﹈

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
が

で
き
な
い
場
合
】
郵
送
又
は
持
参

○
問
い
合
わ
せ
先

　

第
１
次
試
験
地
を
所
轄
す
る

国
税
局（
国
税
事
務
所
）

●
試
験
日

第
１
次
試
験
日

平
成
30
年
９
月
２
日（
日
）

第
２
次
試
験
日

平
成
30
年
10
月
10
日（
水
）〜
10

月
19
日（
金
）の
い
ず
れ
か
第
１

次
試
験
合
格
通
知
書
で
指
定
す

る
日
時

●
合
格
発
表
日

第
１
次
試
験
合
格
者

平
成
30
年
10
月
４
日（
木
）

最
終
合
格
者

平
成
30
年
11
月
13
日（
火
）

●
問
い
合
わ
せ
先

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ

人
事
院
人
材
局
試
験
課　

☎
０
３
・
３
５
８
１
・
５
３
１
１

内
線
２
３
３
３　

午
前
９
時
〜

午
後
５
時

右
記
以
外
の
問
い
合
わ
せ

関
東
信
越
国
税
局　

人
事
第
二

課
試
験
係　

☎
０
４
８
・
６
０

０
・
３
１
１
１　

内
線
２
０
９

７　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時（
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
等
の

休
日
は
除
く
。）

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

自
動
車
税

　

自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月

31
日
で
す
。う
っ
か
り
納
め
忘
れ

た
人
、口
座
振
替
で
引
き
落
と
し

に
な
ら
な
か
っ
た
人
は
い
ま
せ

ん
か
。ま
だ
納
め
て
い
な
い
人

は
、急
い
で
納
め
ま
し
ょ
う
。

●
納
税
場
所　

県
内
の
金
融
機

関
、郵
便
局
、県
自
動
車
税
事
務

所（
前
橋
市
上
泉
町
）、県
行
政
県

税
事
務
所
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
、「Pay-easy

」対
応
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
・
モ
バ

イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
・
現
金
自
動
預

払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）、「Yahoo!

公
金

支
払
い
」ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://

koukin.yahoo.co.jp/

）（
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
税
）

●
そ
の
他　

口
座
振
替
納
税
で

５
月
31
日
に
引
き
落
と
し
に
な
ら

な
か
っ
た
場
合
や
、納
税
通
知
書

を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
納

付
書
を
送
付
し
ま
す
。県
自
動
車

税
事
務
所
ま
た
は
県
行
政
県
税

事
務
所
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ
先

県
自
動
車
税
事
務
所

☎
０
２
７
・
２
６
３
・
４
３
４
３

県
行
政
県
税
事
務
所

吾
妻
広
域
町
村
圏

振
興
整
備
組
合�

消
防
職
員
の
募
集

に
つ
い
て


